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序　　　　　文

タイ政府は過去10年にわたり保健改革を実施しおり、その一環として医療財源の確保・医療保

険制度の確立など保健医療セクターの改革を試みてきた。2002年には国民の3分の2にあたる約

4,000万人をカバーする医療保障制度である30バーツ制度を創設し、従来医療保険に加入してい

ない、あるいはできない国民も医療保障を受けることが可能になった。しかしながら、本制度は、

国民皆保険への一歩として期待されているものの、巨大な医療保険制度の運営経験不足などによ

り、医療保障制度の実務面での運営改善が必要となっている。

このため、国民皆保険制度について経験を有する日本に対して、医療保障制度の実務・運営面

での技術協力の要請がなされた。

これを受けてJICAは、2003年7月13日より、「公的医療保険情報制度構築支援」プロジェクトを

実施してきたが、同プロジェクトは、両国関係者の協力により、概ね順調に進捗してきたといえ

る。

今般、同プロジェクトの運営指導を行うことを目的として、2005年1月5日～12日に調査団を派

遣し、タイ国政府および関係機関との間で、プロジェクトの進捗の確認と今後の方向性にかかる

協議を行った。本報告書は、同調査結果を取りまとめたものであり、今後のプロジェクトの展開

に、さらには類似のプロジェクトに活用されることを願うものである。

ここに、本調査にご協力いただいた外務省、厚生労働省、在タイ日本国大使館など、内外関係

機関の方々に深く謝意を表すとともに、引き続き一層のご支援をお願いする次第である。

平成17年7月

国際協力機構

人間開発部長

末森　満
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第１章　運営指導調査団派遣の概要

１－１　プロジェクトの概要

タイ政府は過去10年にわたり保健改革を実施しており、その一環として医療財源の確保・医療

保険制度の確立など保健医療セクターの改革を試みてきた。2002年には国民の3分の2にあたる約

4,000万人をカバーする医療保障制度である30バーツ制度を創設し、従来医療保険に加入してい

ない、あるいはできない国民も医療保障を受けることが可能になった。しかしながら、本制度は、

国民皆保険への一歩として期待されているものの、巨大な医療保障制度の運営経験不足などによ

り、医療保障制度の実務面での運営改善が必要となっている。このため、国民皆保険制度につい

て経験を有する日本に対して技術協力の要請がなされた。

（1）プロジェクト目標およびその指標

＜プロジェクト目標＞

国民医療保障局が、自ら新しい医療保険事務システムをタイ全県に普及させるための行政管

理能力、およびシステム開発をする際のマネジメント能力が向上する。

＜指標＞

・国民医療保障局において医療保険事務システムシステム開発を行うための開発手順や業務

手順について習熟している職員の数

・全県に普及させるための医療保険事務システム構築のエンジニアリング部分を行う外部委

託業者に対するシステム開発指示書の作成

（2）プロジェクトの成果目標および活動

１－１　現行の医療保険制度およびその関連事項に関し現状分析を行い、問題点および改善の

ニーズを把握する。

１－２　医療保険を所管とする組織が医療保険情報制度構築に必要な知識・情報（医療保険制

度改善、医療費抑制、地域医療計画などを含む）を深める。

１－３　より良い医療保険制度構築のための報告書を作成する。

成果２：パイロットシステムの構築を通じて国民医療保障局の業務処理能力が向上する。

活　動

成果１：医療保険事務システム構築に必要な知識・情報を蓄積する。

－1－－1－－1－－1－－1－



２－１　国民医療保障局およびプレー県において運営マネジメントシステムおよび開発マネジ

メントの現状を分析し、問題点と改善点を認識する。

２－２　医療保険業務改善のための指導を実施する。

２－３　医療保険情報制度の開発手順を明確化する。

２－４　国民医療保障局、プレー県保健事務局それぞれにおける、加入者登録に伴う事務管理

マニュアルおよび操作手順マニュアルを作成する。

２－５　国民医療保障局、県保健医療事務所の各事務レベルに相応する研修を実施する。

２－６　医療保険事務システム開発の実施およびそれに関連する管理を行う。

２－７　国民医療保障局、プレー県保健事務局それぞれにいて、医療保険事務システム開発の

ための企画、ソフトウェアベンダーの管理、システム開発に伴う手順に関し評価を実

施する。

２－８　システム開発の企画、ソフトウェアベンダーの管理、システム開発に伴う手順等の見

直しおよび修正を行う。

３－１　新しい医療保険情報制度の実施について全国普及させるスケジュールを作成する。

３－２　医療保険情報制度を全国に普及するための、システム開発に伴う手順についてのガイ

ドラインを作成する。

３－３　全国で使用できるマニュアルを編集する（プレー県で実施したパイロットシステム構

築時に作成したマニュアルの見直しおよび修正）。

３－４　他県に対してワークショップを開催する。

３－５　全国で使用できるマニュアルを見直しおよび修正する。

2003年7月のプロジェクト開始から2005年1月までの間に、長期専門家3名、短期専門家14

名（2003年度7名、2004年度7名）、カウンターパート研修、機材供与などの投入を伴う活動を

行った。

活　動

成果３：パイロットシステムの成果に基づいて全国に普及するための医療保険事務システ

ムの改善が提案される。

活　動

－2－－2－－2－



１－２　運営指導調査団派遣の経緯と目的

プロジェクト協力開始から１年半を迎え、３年間の活動期間の中間地点に達したことから、運

営指導調査団を派遣し、活動の進捗状況、特にパイロットシステムの稼動状況の確認と、現時点

での課題・問題点を把握するとともに、残る協力期間中に予定される計画について関係者と合意

形成を図ることを目的とする。

１－３　運営指導調査内容

（1）カウンターパートと合同調整委員会を開催し、これまでの活動実績、進捗を把握し、

PDMの修正を行う。（特に指標部分の拡充）

（2）プレー県にて始まったパイロットシステムの視察、関係者との協議を通じてパイロットシ

ステム稼動状況の評価を行う。

（3）プロジェクト実施上の問題点を整理し、必要に応じて活動の軌道修正を行う。

（4）活動の促進要因・阻害要因を分析し、残る協力期間における今後の活動について、専門家

（団員）の評価、技術コメントを踏まえつつ、必要な助言を行う。

（5）日タイ双方で合意した協議事項をミニッツに取りまとめる。

１－４　調査団の構成

１－５　調査日程

－3－－3－－3－

担　当 氏　名 所　属

総括・団長 皆川　尚史 厚生労働省大臣官房審議官

医療保険システム 麦谷　眞里 厚生労働省保険局医療課長

被保険者情報登録システム 亀田　俊忠 医療法人鉄蕉会亀田総合病院理事長

人材育成評価 野崎　慎仁郎 国際厚生事業団（JICWELS）事業部長

協力企画 鈴木　あゆ美 国際協力機構人間開発部社会保障チーム

日順 月日 曜日 移動および業務

1 １月5日 水 成田→バンコク（JL717）

日本側プロジェクト関係者との打ち合わせ

2 １月6日 木 9:00 JICAタイ事務所打ち合わせ

10:30 保健省（MOPH）表敬

11:00 プロジェクト関係者との協議（JCC準備を含む）

13:30～16:30 Joint Coordinating Committee (JCC)

（Annual Reportによるプロジェクトの進捗状況確認、

PDMの修正案についての協議等）



１－６　主要面談者

（1）タイ側関係者

1）保健省（MOPH: Ministry of Public Health）

Dr. Vichai Tienthavorn Permanent Secretary, MOPH

Dr. Narongsakdi Aungkasuvapala Deputy Permanent Secretary, MOPH

Dr. Pipat Yingseree Deputy Permanent Secretary, MOPH

Dr. Amnuay Gajeena Director, Bureau of Policy and Strategy, MOPH

Dr. Preeda Deesuwan Director, Phrae Provincial Health Office

Dr. Sathaporn Wongcharoen Director, Health Insurance Division, MOPH

－4－－4－－4－

3 １月7日 金 9:00 NHSOバンコク支部

10:20 KNTコミュニティケアクリニック視察（Laksi郡）

11:20 Fashion Island Complex（大型ショッピングモール）内の

NHSO30バーツ登録事務ブース視察

（プレー県の登録事務実施状況との比較のためバンコクの現

状を視察）

14:00～16:30 カウンターパート帰国研修員との協議

（意見交換、研修のフィードバック状況、帰国後のネ

ットワーキング状況等の確認）

4 １月8日 土 バンコク→ランパン（9Q866）

5 １月9日 日 ランパン→プレー県（陸路）

9: 00 Long郡病院（コミュニティホスピタル）視察

Baan Pinヘルスセンター視察

（保健省の医療サービスネットワークの視察）

13:30 プレー県病院（県病院）視察

プロジェクト進捗状況の報告

6 １月10日 月 9:00 ノンタブリ病院視察（保健省独自のITシステムの視察）

11:00 プレー県PHO訪問・協議

13:30 プレー県PHOとの総括協議

プレー→ランパン着（陸路）

ランパン→バンコク着（9Q367）

7 １月11日 火 11:00 保健省（MOPH訪問）

（プロジェクト関係者、カウンターパートと今後についての

協議）

12:30 ミニッツ署名

15:00 JICA事務所等への報告及び協議

18:00 歓送会（調査団主催）

8 １月12日 水 バンコク→成田（JL708）



Ms. Suparanee Ratanachatchai Chief of International Cooperation Affair on Health 

Insurance, MOPH

Dr. Kittinan Anakanamee Deputy director of Phrae PHO

Mr. Watcharapong Wtcharin IT staff of Phrae PHO

2）国民医療保障局（NHSO: National Health Security Office）

Dr. Sanguan Nitayarumhong Secretary-General, NHSO

Dr. Winai Sawasdivorn Deputy Secretary-General, NHSO

Dr. Weerawat Phancruit Director, Bureau of Developing & Supporting Branch 

Offices, NHSO

Dr. Thaworn Sakunphanit Senior Expert, NHSO

Dr. Prachacksvich Lepnak Director, Bureau of Claim Administration, NHSO

Ms. Netnapis Suchonvanish Director, Bureau of Health Insurance Information 

Technology

Ms. Suparanee Ratanachatchai Chief of International Cooperation Affair on Health 

Insurance, MOPH

Ms. Kittima Yuddhasaraprasiddhi Health Insurance Administration Official, NHSO

（2）日本側関係者

1）JICAタイ事務所

佐藤　幹治 所長

田村　えり子 所員

2）プロジェクト専門家

大鶴　知之 チーフアドバイザー

小泉　茂 医療保険行政事務

入江　智幸 業務調整

－5－－5－－5－



第２章　プロジェクトの実績と現状

２－１　調査要約および総括

本プロジェクト運営指導調査団においては、2003年7月プロジェクト開始時から現在に至るま

でのプロジェクトの進捗状況を調査した。調査の方法は、プロジェクトに派遣されている長期専

門家との協議、タイ側カウンターパートとの協議、バンコクおよびパイロットプロジェクトの実

施場所であるプレー県での現場視察によった。本プロジェクトは、大きく分けて、（1）タイの医

療保障制度をめぐる現状調査分析という第一段階、（2）パイロットプロジェクトとして、プレー

県において30バーツ制度住民登録制度に関する新登録システムを稼動させるという第二段階、そ

して、（3）プレー県で試験された新登録システムを全国に普及していくための準備という第三段

階に分けられる。また、本プロジェクトの到達目標としては、新しい医療保障事務システムをタ

イ全県に普及させるための行政管理能力、およびシステム開発をする際のマネジメント能力が向

上することである。一方、タイにとっても、本プロジェクトが対象としている30バーツ制度はタ

クシン首相率いる現政権の重要政策であることから、30バーツ制度に関連しては、JICAプロジェ

クト以外に、ドイツGTZとのプロジェクト（病院経営プロジェクト）の他、独自のデータセンタ

ープロジェクト（医療情報を統合化させるプロジェクト）（別添15参照）などが同時並行的に動

いており、また、その動きも加速されてきていることから、他プロジェクトの進捗を踏まえたプ

ロジェクトの展開が重要になってきている。

本プロジェクトの進捗は、概ね予定どおりであり、現在、上述の第2段階の終わりに差し掛か

っているところである。PDMに記載された成果もほぼ予定したとおりのアウトプットが導き出

されているといえる。現在までのプロジェクト進捗に関する問題点を列挙すると以下のとおりと

なる。

１）被保険者情報管理者研修（IT研修）の実施が遅れたため、パイロットプロジェクトにおけ

る新システムのソフトウェア開発の進捗管理が十分になされなかったこと。

２）長期専門家が健康上の理由から任期短縮し、結果、技術移転を行う長期専門家が半年程不

在であったため、わが国の経験や技術の移転に若干の遅れが見られたこと。

上記の問題点については、その後派遣された長期専門家、短期専門家の努力ならびに本邦研修

の充実で、概ね、問題点が解決できたと考えられる。

本プロジェクトは今後、第3の段階に入り、稼動が開始されたプレー県のモデルプロジェクト

での新システムの運営管理を通じて、システムそのものの改善およびシステムの普及に向けた運

用マニュアルの充実や評価システムの構築、職員の研修などが重要になっていくものと思われ

る。

さらに、30バーツ政策をめぐるタイ政府の動きは早く、当初本プロジェクト終了後に開始され

－6－－6－－6－



る予定であったデータセンタープロジェクトも同時進行で動いており、本プロジェクトの成果を

一日も早く、データセンタープロジェクトの中に統合していくことが望まれる。また、タイ側か

らは、データセンタープロジェクト終了以降のステージに対する日本側の協力がすでに期待され

ており、今後のタイ側の要望を十分見きわめながら、わが国として可能な協力のあり方を検討す

る必要がある。

２－２　投入実績

（1）日本側投入

１）専門家派遣

日本側は、チーフアドバイザー、医療保険行政事務、業務調整の各分野3名の長期専

門家を派遣中である。うち、チーフアドバイザーとしては、2004年7月に帰国した川口

典男専門家の後任として、2004年7月に大鶴知之専門家が着任し、医療保険行政事務に

ついては、2004年1月に帰国した平瀬瑞枝専門家の後任として、2004年6月に小泉茂専門

家が着任し、プロジェクト終了時まで活動する予定である。業務調整においても、専門

家の派遣期間満了に伴い、後任専門家が派遣される予定である。

表２－１　長期専門家派遣実績

短期専門家については、2005年3月末までに延べ14名が派遣されている（2003年度7

名、2004年度7名）。

－7－－7－－7－

氏名 指導分野 派遣期間

1 川口　典男 チーフアドバイザー 2003年7月13日～2004年7月12日

2 大鶴　知之 チーフアドバイザー 2004年7月5日～2006年7月12日

3 平瀬　瑞枝 医療保険行政事務 2003年7月13日～2004年1月31日

4 小泉　茂 医療保険行政事務 2004年6月3日～2006年7月12日

5 入江　智幸 業務調整 2003年7月13日～2005年7月12日



表２－２　短期専門家派遣実績

２）研修員受入

日本側は、2005年3月末までに延べ30名の研修員を受け入れた。年度別にみると、

2003年度が10名、2004年度が20名となっている。

－8－－8－－8－

氏　名 所　属 指導科目 期　間

2003年度（７名）

1 野崎慎仁郎（社）国際厚生事業団
研修事前調査・カリキュラム

2003年9月7日～9月23日
作成

2 住友　克敏 社会保険庁 医療保険事務改善
2003年11月30日～
2004年1月24日

3 野崎慎仁郎（社）国際厚生事業団
研修事前調査・カリキュラム

2004年1月11日～1月24日
作成

4 佐藤　昭則 社会保険庁 システム開発業務処理 2004年2月22日～3月6日

5 斉藤　健 NTTデータ株式会社 システム開発業務処理 2004年2月22日～3月6日

6 正田智恵子 杉並区役所
端末ユーザインター　

2004年2月22日～3月4日
フェース分析指導

7 金子　能宏
国立社会保障・

医療保険地方行政事務制度 2004年3月28日～4月2日
人口問題研究所

2004年度（７名）

8 野崎慎仁郎（社）国際厚生事業団
キャパシティー・

2004年5月9日～5月22日
ビルディング

9 野崎慎仁郎（社）国際厚生事業団
研修事前調査・カリキュラム

2004年10月20日～11月1日
作成・フォローアップ

10 森　宏行 NTTデータ株式会社 システム開発業務処理
2004年10月25日～
12月10日

11 上田　健 NTTデータ株式会社 システム開発業務処理
2004年12月6日～
12月24日

12 竹内　孝志 社会保険庁 医療保険事務改善 2005年1月24日～2月5日

13 篠原千代三 社会保険庁 医療保険事務改善
2005年2月14日～
2月26日

14 長谷川敏彦 国立保健医療科学院 医療保険制度分析 2005年2月22日～2月26日



表２－３　カウンターパート本邦研修実績
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研修科目 期　間 氏　名 所　属

2003年度（10名）

Dr. Somchai Chuepetsophon 保健省

医療保険行政官研修 2003年10月13日 Dr. Titasak Boonthai 保健省

（第1回） ～11月1日 Dr. Thawatchai Kamoltham プレー県保健事務所

（5名） （3週間） Dr. Sanit Chakrit プレー県保健事務所

Dr. Prajaksvich Leknak 国民医療保障事務所

医療保険情報運用責任
Dr. Nivat Jeegungwan 国民医療保障事務所

者研修（マネジメント
2004年2月29日 Ms. Alisa Sriakkachan 国民医療保障事務所

コース）（第1回）
～3月20日 Dr. Somsak Nukuludomphanit Patumthani 病院

（5名）
（3週間） Mr. Dusit Kasem プレー県保健事務所

Ms. Rakkhwan Tosutho 保健省

2004年度（20名）

Dr. Poonchai Chitanuntavitaya 国民医療保障局

被保険者情報管理者研 2004年8月24日 Mr. Ruangdet Panatisak 国民医療保障局

修（ITコース）（第1回）～9月17日 Ms. Pornpimol Sirimai 国民医療保障局

（5名） （3週間） Mr. Awachrin Nachin 国民医療保障局

Mrs. Veeraporn Pongpitpitak プレー県保健事務所

Dr. Preeda Deesuwan プレー県保健事務所

医療保険行政官研修 2004年10月12日 Dr. Pradit Wongkanarattanakul 国民医療保障局

（第2回） ～10月30日 Dr. Preeda Taearak 国民医療保障局

（5名） （3週間） Mrs. Suraranee Ratanachatchai 保健省

Ms. Niramol Henprasert 保健省

Mr. Sayris Pibul 国民医療保障局

Mr. Jakchai Tiyawat 国民医療保障局

被保険者情報管理者研 2004年10月20日 Ms. Phachongjit 
国民医療保障局修（ITコース）（第2回）～11月12日 Aukkaraphasuchat

（6名） （3週間） Dr. Watchai Charoonwattana 保健省

Ms. Kanokwan Mapong 保健省

Mr. Watcharapong Watcharin プレー県保健事務所



延べ受入人数：30名

３）ローカルコスト負担

現地活動経費として、2005年3月末までに一般現地活動費8,132千円が支出された。技

術移転活動の推進、現地セミナーの開催、マニュアル作成等のため、プロジェクト開始

年である2003年度は、6,012千円が支出された。協力2年目の2004年度においては、2,120

千円が支出されている。

表２－４　ローカルコスト負担実績

（単位：千円）

（注）2004年度については3月末までの見込み額

４）機材供与

日本側は、技術移転に必要な機材を2005年3月末時点で47,363千円供与した。内訳と

しては、2003年度が2,100千円、2004年度は45,263千円相当分の機材を供与している。

表２－５　機材供与実績

（単位：千円）

（注）2004年度については3月末までの見込み額

－10－－10－－10－

医療保険情報運用責任
2005年1月23日

Mr. THarathep Chanvit 保健省

者研修（マネージメン
～2月11日

Chalor Santiwarangkana 国民医療保障局

トコース）（第２回）
（3週間）

Kannika Neiiamsampao 国民医療保障局

（4名） Kongwong Chackkarin アユタヤ県保健事務所

2003年度 2004年度（注） 合計

一般現地活動費 6,012 2,120 8,132

2003年度 2004年度（注） 合計

本邦調達 0 0 0

現地調達 2,100 45,263 47,363

年度別小計 2,100 45,263 47,363



表２－６　これまでに供与した主要機材（45,263千円）の内容

（2005年1月現在）

－11－－11－－11－

機材名
2003年度
デジタルコピー機
2004年度
アプリケーション・サ
ーバー

レポート・サーバー

ファイル共有サーバー

端末パーソナルコンピ
ュータ

端末パソコン用バック
アップ電源
ファイル共有サーバー
用バックアップ電源
レーザー・プリンター

ルーター

マルチレイヤー・スイ
ッチ

16ポートSANスイッチ

外部データ記憶装置

バックアップ・テープ
ドライブ
データ・サーバー拡張
ボード

負荷分散装置

数量

２

１

１

１

９

９

１

９

９

９

２

１

１

１

１

使用目的

資料印刷、プロジェクト業務の支援

パイロット・システム構成機材。複数の端末パソコンとデータ記憶
装置をつなぎ同時に多量のデータ処理を行うサーバー・コンピュー
タ。
パイロット・システム構成機材。複数の端末パソコンとアプリケー
ション・サーバーの間に位置し、データの登録、更新作業において
メインのサーバー・コンピュータのタスクを分散、バックアップす
る。
パイロット・システム構成機材。通信回線の不具合による作業の遅
延や中央のサーバー・コンピュータへアクセスが集中することによ
るトラブルをさけ、手続きのより迅速化をはかるため県保険事務所
に配置して地域の被保険者情報を保管（共有）するためのサーバ
ー。
パイロット・システム構成機材。被登録者との接点となる医療機関
に設置する端末パソコンであり、インターネット回線でサーバーと
接続しデータ照会、登録等の作業に使用。
パイロット・システム構成機材。端末パソコンと接続し、停電時の
データ保護や機器の破損回避のため使用。
パイロット・システム構成機材。ファイル共有サーバーに接続し、
停電時のデータ保護や機器の破損回避のため使用。
パイロット・システム構成機材。被登録者との接点となる医療機関
に設置する端末パソコンに接続し、被保険者証の印刷発券作業に使
用。
パイロット・システム構成機材。県保健事務所の共有サーバーや地
域病院の端末パソコンをインターネットで中央のサーバーと接続す
るために使用。
パイロット・システム構成機材。県保健事務所の共有サーバーや地
域病院の端末パソコンをインターネットで中央のサーバーと接続す
るために使用。
パイロット・システム構成機材。アプリケーション・サーバー、レ
ポート・サーバー、外部データ記憶装置等をつなぐための中継装
置。
パイロット・システム構成機材。アプリケーション・サーバー、レ
ポート・サーバーに接続し、通信回線を通じて集中するすべての医
療保険被保険者情報を記憶保存する装置。
パイロット・システム構成機材。県保険事務所の共有サーバーに装
着し、被保険者情報バックアップのため使用。
パイロット・システム構成機材。既存のデータベース・システムと
の間でのデータ交換、共有を行うにあたり、既存サーバーの作業効
率を向上させデータ交換処理作業が迅速化をはかるため使用。
パイロット・システム構成機材。アプリケーション・サーバーとレ
ポート・サーバーが相互バックアップをはたせるようにインターネ
ット経由で入力されるデータを振り分け二重化するため使用。



５）技術資料の提供

本プロジェクト実施に係る参考資料、および、タイ側が今後、独自の医療保障制度を

構築していくための参考資料として、以下の技術資料の翻訳（和文英訳）を行い、タイ

側に提供した。

表２－７　これまでに翻訳・提供した技術資料

－12－－12－－12－

和文タイトル 英文タイトル
1 業務処理要領（39ページ） Office Management System
2 社会保険事務処理手引き（21ページ） Social Insurance Work Management Manual
3 中低所得国における医療保障制度の導入 Introduction of National Medical Security 
について（197ページ） System in Developing Countries

4 東京都国民健康ハンドブック（393ページ） Tokyo National Health Insurance Handbook
5 システム開発の計画・管理の在り方に関する Survey Research on System Development 
調査研究（150ページ） Plan & Management

6 コンピューター製品及びサービス等の調達に Bidding method concerning the procurement 
関する入札に係る落札方式 of computer products and services, 

telecommunications equipment and services, 
and medical technology products and 
services

7 社会保険庁電子計算機処理データ保護管理 Social Insurance Agency Regulations for the 
規定 Protection and Management of 

Computer-Processed Data
8 会計法 Accounts Act
9 予算決算および会計令 The Cabinet Order Concerning the Budget, 

Auditing and Accounting 
10 会計法による国の契約手続きについて National Contract Procedure Under the 

Accounts Act
11 社会保険業務センター開発基準 Social Insurance Operation Center system 

development standards
12 「システム開発の基礎知識」講習会用テキスト Basic Knowledge of system Development
13 品質管理実施手順書 Quality Management Procedure Manual
14 設計及び開発の計画書 Design and Development Plan
15 品質計画書 Quality plan
16 健康保険カードについて Example of Health Insurance Card Issuance 

Procedures
17 リスク管理について System Quality Assurance through 

Establishment and Practical Implementation 
of Risk Management Methods

18 統合線表 System Integration Plan
19 進捗管理手順書 Progress Management Procedure Manual
20 情報セキュリティーポリシーに関するガイド Ministry of Health, Labor and Welfare 

ライン Information Security Policy
21 社会保険庁オンライン化の軌跡 Social Insurance Agency, Plan for Switching 

to Online Operations
22 政府調達ハンドブック Government Procurement Handbook
23 情報システムの安全対策 Information System Security Measures



（2）タイ側投入

１）カウンターパートの配置

タイ側カウンターパートとして、保健省にナロンサック次官補をはじめ12名、国民医

療保障局（NHSO）に20名、パイロットプロジェクトサイトであるプレー県の県保健事

務所、病院に7名、その他の地域の県保健事務所および病院に4名が配置されている。

２）施設設備

タイ側の施設設備の投入として、専門家執務室（国民医療保障局）、業務調整員執務

室（保健省）、各種機器、倉庫等が準備された。

３）運営コストの負担

ローカルコストについては、タイ側はこれまでに総額4,908,505バーツを投入してい

る。タイ側運営経費の実績概算は表２－２のとおりである。

表２－２　ロジェクト運営コストの負担（2004タイ予算年度（注）承認額）

（単位：バーツ）

（注）2003年10月1日～2004年9月30日

－13－－13－－13－

24 健康保険関係事務取扱要領 Guidebook for Handling of the Health 
Insurance-Related Procedures

25 レセプト点検関係事務取扱要領 Guidebook for Handling of the Recept 
Check-Related Procedures

26 地方公共団体における情報処理システムの Survey Research on Evaluation of 
評価に関する研究 Information Processing Systems in Local 

Authorities
27 調整交付金システム　基本操作説明書 Basic Operational Manual for National Health 

Insurance General Database: Adjusting 
Subsidies System

国際開発協力庁
保健省

国民医療保障局 プレー県
全体合計

（TICA） （NHSO） 保健事務所

実績 464,493 183,410 3,320,000 940,602 4,908,505

プロジェクト関 出張旅費、各種 データ分析、資 研修費、ITシス
係者人件費、車 会議費 料作成・翻訳費、テム開発、資料

内訳 両維持費 ソフトウェア開 作成費等
発費、出張旅費
等



２－３　活動実績および活動実施状況

今次調査時点における、（1）医療保障制度分析、（2）コンピュータシステム開発能力の向上、

（3）業務処理手順開発能力の向上、（4）計画策定・実行能力の向上の各分野における技術移転状

況は次のとおりである。

２－３－１　医療保障制度の分析、問題点および改善ニーズの把握

今次調査においては、医療保障制度の実態を調査するためにバンコクおよびプレー県にお

いて、現地調査を実施した。

バンコクにおいては、NHSOバンコク支部での業務実態、民間クリニックでの診療実態、

商業施設における住民登録センターの稼動状況、また、プレー県においては、県病院、郡病

院、ヘルスセンターと3段階の医療現場での実態を調査したほか、プレー県保健事務所での

新登録システムの稼動状況を調査した。

今次調査で判明した点は以下のとおり。

１）バンコクの実態と地方の実態の大きな差

本30バーツ制度は、CUP（一次医療契約病院：Contract Unit for Primary Care）と呼ば

れる郡病院を中心としたユニットごとに住民を登録し、基本としてその登録住民数に応じ

て、医療予算を配分し（人頭割予算配分制度）、登録した住民は１回の診療あたり30バー

ツ（日本円で85円程度）を支払うことで、診療を受けられ、全国民に医療を提供するとい

う制度である。人口の流動性が少ない地方（プレー県等）においては、全住民の内、95％

以上が登録を完了しているが、人口移動が多いバンコクでは、どの程度の人口を実際に30

バーツ制度でカバーできているかさえ、判然としない（概ね80％程度と考えられている）

という状況であった。

これは、国民総背番号制度はあるものの、居住地を登録する習慣がないことに起因して

いると思われるが、登録された病院での診療を原則とし、移動先での受診はリフェラルシ

ステムに基づかなければならないという原則があることから、何らの準備をせずに地方か

ら雇用を求めてバンコクに流入してくる人々がバンコクで、登録し直さない限り、診療を

受けられないといった事態も多く予想され、住民の利便性を損ねているといえよう。こう

いった事態の解決には、国民の制度内容への理解促進を図ることと、正確で早い登録シス

テムの実現が鍵を握っていると思われる。

２）人頭割予算配分制度の限界

特定の疾患を除いては、わが国のように出来高払い制度ではなく、人頭割予算配分制度
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であるため、保険証を持っていれば全国どこでも保険診療を受けられる日本との違いは大

きい。

一方、30バーツ制度の対象者は非公務員、非大企業雇用労働者といった、国家公務員医

療保険制度や社会保険へ加入していない人々のための制度であり、その対象者の多くが農

業従事者や自営業者であり、貧困層であることを考えると、30バーツ制度のメカニズムを

正しく理解するのは容易でなく、いくつかの障害があると予想される。いつでも、どこで

も、一定程度以上の医療が受けられるようになるには、なお、制度の改革が必要であろ

う。

ただし、本制度発足以来、わずか3年でバンコクを除く地方での登録を90％台半ばから

後半にし、制度が充実してきていることには、目を見張るものがある。今後、わが国がど

のような支援をすればよいのか、その必要性も含めてよく検討されるべきである。

２－３－２　コンピュータシステム開発能力の向上

本プロジェクトのコンピュータシステム開発（プレー県におけるパイロットプロジェクト

の住民登録システムの開発）については、本格的な日本側の技術移転を待たずに、NHSO側

が独自に仕様書を作成し、ソフトウェアベンダーに発注し、納品が済まされていた。システ

ムについては、致命的な欠陥はなく、稼動していることが確認された。

しかしながら、本システム開発はシステム自体がシンプルであったことなど、所謂「運が

良かった」ために問題が発生していないことを肝に銘じるべきである。

本来であれば、本邦研修によりタイ側のITスタッフに対しシステム開発に関する技術移転

をし、短期専門家により当該ソフトウェアの要求定義、稼動試験等の手法・手順につき指導

し、さらにタイ側でシステム開発手順等を作成した後に、実際にシステム開発をすることが

理想的であったといえる。

今回のNHSO作成の仕様書には発注後の進捗管理、提出物等の記載がなく、ソフトウェア

ベンダーへの発注後は、開発途中での進捗管理もほとんど実施されておらず、成果品ができ

あがってくるのを待つのみという状況であった。

とはいえ、本システムの稼動以前に2回の本邦におけるITスタッフの研修、短期専門家に

よる技術移転ができたことは、今後のシステムの運用段階に生きてくるものと思われる。

２－３－３　業務処理手順開発能力の向上

タイ側においては、2003年7月、本プロジェクト開始と同時期にNHSOが設立されている。

NHSOはわが国の社会保険庁に相当する医療保障制度の運営管理機関であり、わが国でいう

ところの独立行政法人にあたる。
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NHSOは発足時に保健省（MOPH：Ministry of Public Health）からの移籍職員の他、民間

企業からの採用者などでできた新しい組織であることから、その業務処理手順等については、

一から作成している段階である。

本プロジェクトに関連しては、住民登録の業務処理手順をまとめた登録事務マニュアルの

策定が進んでいる。これは、わが国の｢東京都国民健康保険マニュアル｣および社会保険庁の

事務処理手順書を参考に作成されたものであり、これまでのプロジェクトの技術支援の成果

の一つである。昨年3月に第一案が作成され、その後、加筆、修正、改訂が進められ、第4版

に発展しており、本マニュアルを活用してのプレー県での職員研修も2004年秋から実施され

ている。

２－３－４　計画策定・実施能力の向上

本プロジェクトにおいては、事業計画の策定・実施能力の向上を中心とするカウンターパー

トのキャパシティービルディングをプロジェクトの柱に据え、単なる技術を教えるのではな

く、カウンターパート職員との共同作業を通じて、カウンターパート職員の資質の向上を図

るための努力を継続して実施してきている。

本プロジェクトの開始時には、キャパシティービルディングの専門家を投入し、プロジェ

クトの目的がキャパシティービルディングにあることを説明するとともに、共同作業を通じ

てのキャパシティービルディングを下記のとおり実施してきた。

１）ロードマップの策定

本プロジェクト開始時には、プロジェクトの進捗を各ステージに分け、各ステージの目

標、実施すべきこと、予算、期待される成果物などを5W1H形式でまとめる作業、すなわ

ちプロジェクトロードマップの策定をカウンターパートと共同で実施した。

これは、日本から派遣されたコンサルタントが作成したPDMがカウンターパート各職

員にとって、所謂「自分のもの」になっていなかったことから、カウンターパート各職員

の当事者意識の啓発を目指して実施したものであったが、当初、困惑していた各カウンター

パート職員は、本作業を通じて、PDMをより良く理解し、プロジェクト目標を自分たち

の目標とすることができた。

また、本作業に懐疑的であったNHSO、MOPHの幹部職員も本作業の結果、職員たちが

積極的に当事者として、プロジェクトに携わるようになったとして、その有用性が認識さ

れた。

現在もカウンターパート職員は、自らが作成したロードマップによりプロジェクトの進
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捗を管理している。（別添資料５参照）

２）タスクフォースの設置

カウンターパートとの共同作業を通じて、成果物を生み出していくというキャパシティ

ービルディングの考え方に従い、新住民登録システムのためのマニュアル作成のためのタ

スクフォース、ソフトウェア開発手順を作成するためのタスクフォース、モニタリングマ

ニュアルを作成するためのタスクフォース、現状分析および今後の計画策定のためのタス

クフォースなどを設置して、それぞれの成果物を策定してきている。

これまでの技術協力では、ともすれば、プロジェクトの成果物は、派遣された長期専門

家や短期専門家が策定し、これをカウンターパートに供与することが散見されたが、本プ

ロジェクトでは、成果物は、極力、専門家とカウンターパートとの共同作業を通じて作成

されるようにしてきた。そのためのタスクフォースはうまく機能しており、キャパシティ

ービルディングの達成、自立発展性の確保、オーナーシップ醸成のために効果的な方法で

あると思われる。

加えて、本プロジェクトでは、カウンターパート本邦研修を通じての人材育成も実施し

てきた。

プロジェクト開始時から本調査団派遣時までの1年6カ月で26名のカウンターパート職員

を本邦で受け入れたほか、今後プロジェクト終了までにさらにさらに15名程度のカウンタ

ーパート本邦研修が予定されている。タイ側カウンターパートは本邦研修の成果をより広

く他職員に周知するために、ワークショップや研修会をプレー県を中心にこれまでに9回

実施してきており、研修効果の波及に貢献している。

２－４　成果達成状況

今次調査時点における（1）医療保障制度分析、（2）コンピュータシステム開発能力の向上、

（3）業務処理手順開発能力の向上、（4）計画策定・実行能力の向上の各分野における成果達成状

況は次のとおりである。

２－４－１　医療保障制度の分析、問題点および改善ニーズの把握

タイ側カウンターパート作成のAnnual Report (2003-2004)にもあるように、医療保障制度

の分析、問題点および改善ニーズの把握は十分に行われているといえる。

これまで、プロジェクトでは、2003年秋から各県の実態調査を開始し、2004年3月には、

Situation Analysis Reportをまとめ、現状分析に基づく問題点の抽出と今後の改善すべき事項
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も整理され、この現状分析に基づき、それ以降のプロジェクトが実施されている。

その後も、タイ側は、毎年のAnnual Reportにおいて、また、ほぼ4半期ごとに30バーツ制

度の進捗レポートを現状分析も交えて、報告書にまとめている。

２－４－２　コンピュータシステム開発能力の向上

プレー県のパイロットプロジェクトにおいて新システムが大きな問題もなく稼動を開始し

たように、新住民登録システムのためのコンピュータシステム開発は、いくつかの課題を残

したものの、一応の成功を収めている。

しかしながら、活動実績の項でもふれたとおり、この成功が日本側のインプットと直結し

ていないことは残念であった。コンピュータシステム開発の途中で実施された日本側の技術

支援が今後のシステムのさらなる改良に生かされていくよう配慮する必要がある。

２－４－３　業務処理手順開発能力の向上

新住民登録システムのための職員用マニュアルの作成が順調に進んでいる。本マニュアル

の策定のためのタスクフォースメンバーは日本での研修の成果を着実に自身の業務に生かし

ているといえよう。

一方、研修の遅れなどが影響し、いまだ目に見える成果の上がっていないシステム開発分

野の職員用マニュアル作成であるが、本邦研修を終えたカウンターパートを中心にシステム

開発業務手順書などの作成作業が進行中であり、今後目に見える成果が出てくるものと思わ

れる。特に、新システム稼動後に予定されている地方に対する監察のためのマニュアル作り

が急がれるところである。

２－４－４　計画策定・実施能力の向上

事業計画の策定・実施に関するカウンターパート職員の資質の向上も概ね順調に進んでお

り、「キャパシティービルディング」専門家の指導や本邦研修の成果が目に見える形で結実

しているといえよう。

ただし、毎年、秋に実施している保健省・国民医療保障局幹部職員に対する「医療保険行

政官研修」は今後、研修内容を大きく変更する必要があると思われる。

本調査団では、これまでの研修修了生との意見交換会も実施したが、これに先立ち、昨秋

実施した「医療保険行政官研修」の研修参加者の評価レポートを分析したところ、参加者の

ニーズと研修内容に大きな差があるように見受けられた。今次調査の研修修了生との意見交

換会においても、このことが確認された。

本研修は俗にベーシックコースと呼ばれ、高級行政官を対象に、わが国の医療保険制度概
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要を幅広く知ってもらうことを目的とした研修である。「研修計画」の短期専門家とタイ側

カウンターパートとの事前の打ち合わせにおいて、研修内容について「日本の制度を知らな

い高級行政官に日本の制度への関心を持ってもらう」との趣旨で合意した上での実施であっ

たが、実際には、参加者からは、基本的事項が多すぎる、座学が多すぎる、個別の関心のあ

るテーマへの掘り下げが不十分である等、研修内容の改良を要望するコメントが相次いだ。

本研修は次年度（平成17年度）も予定されているところ、タイ側との十分な事前協議を通

じて、先方のニーズにより適合したプログラム内容を検討したい。

２－５　プロジェクト実施体制

（1）プロジェクト実施体制（2005年1月現在）

１）日本側：

国民医療保障局（NHSO）プロジェクト事務局：

チーフアドバイザー、長期専門家（医療保険行政事務）

保健省プロジェクト事務局：

長期専門家（業務調整）

日本側の事務局体制として、チーフアドバイザーが常駐するプロジェクト事務局と業

務調整員が常駐するプロジェクト事務局が離れていること（それぞれ国民医療保障局、

保健省に常駐。車で40分以上離れている。）に伴うコミュニケーション上の問題点につ

いて、今回双方の専門家に聞き取り調査を行ったところ、現状のままで問題ないことが

確認された。

チーフアドバイザーと業務調整員の日々のカウンターパートがそれぞれ国民医療保障

局職員、保健省職員となっており、現状の体制がむしろ効率的であるといえる。日常的

に直接会ってコミュニケーションを取ることができない部分は、電話やE-メール等で十

分補足されているようである。なお、チーフアドバイザー、医療保険行政事務専門家、

業務調整員およびカウンターパートは、週2回は合同で会議を開催している。

２）タイ側：

保健省、国民医療保障局（NHSO）、プレー県保健事務所、県病院にカウンターパー

トが配置されている。

（別添資料10～12「タイ側カウンターパートリスト」参照）

（2）合同モニタリングシステム：

プロジェクトの円滑な実施、定期的な評価・モニタリングのため、合同調整委員会（JCC）

の定期的な実施、日・タイ合同のコアグループの設立のほか、タイ側において以下の各種タ
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スクフォースを立上げている。

＜日・タイ合同＞

１）コアグループ：保健省、国民医療保障局（NHSO）、日本人専門家

＜タイ側タスクフォース＞

２）情報分析・住民登録システム開発

３）住民登録マニュアル開発

４）住民登録システム開発メンテナンス

５）住民登録システム開発モニタリング・評価
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第３章　今後の計画

３－１　技術移転状況と今後の計画

３－１－１　コンピュータシステム開発能力の向上

プレー県で実施しているパイロットプロジェクトの新住民登録システム開発には、大きな

問題点はないものの、国民医療保障局（NHSO）が独自に実施しているデータセンタープロ

ジェクト、さらには、タイ政府全体で取り組んでいるスマートカードプロジェクトとの関連

に留意する必要がある。

特に2003年11月から開始されたデータセンタープロジェクトは、本来は、本プロジェクト

のある程度の成果を見きわめたうえで、2004年秋頃から開始される予定であった（当初計画

では、2004年秋には、プレー県の新住民登録システムが稼動する予定であった）が、前倒し

で開始されたものであり、既存の国民医療保障に関わるすべての行政システムの統合を目指

しており、そのシステムは2005年夏の稼動が予定されている。当然、この「統合システム」

には、現在稼動を始めたばかりのプレー県のパイロットプロジェクトにおける新住民登録シ

ステムの運用成果が反映されることとなる。

データセンタープロジェクトの統合システム開発の担当チームは、JICAプロジェクトのIT

タスクフォースと同じメンバーであり、これまでの本プロジェクトで供与された技術や経験

は生きるものの、統合システムが稼動すれば、本プロジェクトにおいて開発されたシステム

はその一部となる。

さらに、タイ政府が推進しているスマートカードプロジェクトは、国民一人ひとりにICチ

ップ入りのカードを提供し、そのICチップ内に、国民一人ひとりのデータを入れるという壮

大な計画であり、この計画が実現すれば、国民医療保障局（NHSO）が実施しているデータ

センタープロジェクトのシステムも、その一部となることが予想される。

今後とも、データセンタープロジェクトやスマートカードプロジェクトの進捗を踏まえた

うえで、プロジェクト活動内容を見直していく必要がある。

３－１－２　業務処理手順開発能力の向上

業務処理手順については、前項で述べたとおり、着実に進捗し、目に見える形での成果物

が出ている。特筆すべきは、タイの行政手続きには、こういった業務処理手順なり標準が紙

に記された形で存在しないことが一般的で、現在完成間近の新住民登録システムの運用に関

する職員マニュアルも、きわめて異例のものと考えられることである。

しかし、システムを効率よく運用するためにはこういったマニュアルが必要不可欠であり、
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今後のデータセンタープロジェクトでも、多種類にわたるマニュアルの策定をしていかなけ

ればならないとの認識は、カウンターパート職員を中心に国民医療保障局（NHSO）や保健

省に定着していると認められる。

各種マニュアルの完成を急ぎ、データセンタープロジェクトの統合システムの運用に関す

るマニュアル策定のモデルと位置づけられるよう、カウンターパートとの共同作業において

配慮していくことが必要である。

３－１－３　計画策定・実行能力の向上

キャパシティービルディングや研修の成果は、一つのプロジェクトの中でのみ生きるもの

でなく、国民医療保障局（NHSO）や保健省の全ての業務の中で生かされるものである。

国民医療保障局（NHSO）幹部もすでに述べているように、本プロジェクトの進捗のみな

らず、データセンタープロジェクトの進捗にも、本プロジェクトが実施しているキャパシテ

ィービルディングの成果が活用されることが期待される。そのためには、タイ側と事前に十

分協議のうえ、専門家や本邦研修といった投入の内容を検討して行く必要がある。

３－１－４　全国普及に向けた地方への働きかけ

上述したように、「データセンタープロジェクト」の実施時期が政治的リーダーシップに

より大幅に早められ、同プロジェクトにより開発される予定の「新しい医療保険事務システ

ム」の試行的導入（8県を予定）が2005年夏に予定されることとなった。

このことにより、本プロジェクト協力期間中にタイ側「データセンタープロジェクト」の

想定する「新しい医療保険事務システム」の8県への試行的導入が行われることとなり、本

プロジェクトによる新住民登録システムは同新システムに統合（データセンタープロジェク

トによる新システムの一部を占める位置づけ）されることとなった。

そのことに伴い、本プロジェクトにおいて開発され現在改良中の住民登録システムについ

ても、データセンタープロジェクトによる新システムとの整合性を考慮する必要が生じた。

必要な修正事項・変更点（医療保険事務長期専門家によれば微細な修正にとどまる）につい

ては、日本側プロジェクト専門家およびタイ側カウンターパートとの間で協議を行っている

ところであり、修正・変更作業はデータセンタープロジェクトの新システム試行導入までに

間に合う予定とのことである。

これらの修正・変更作業は、本プロジェクトの目標達成に沿うものであり、さらに、上位

目標（「全国の医療保険事務に係わる機関において新しい医療保険事務システムを採用ある

いは採用予定の県が増加する」）達成の観点に立つと、タイ側で強い政治リーダーシップに
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より全国普及される予定の「データセンタープロジェクト」の新システムに統合されること

により、本プロジェクトの成果が確実に全国普及されることとなるため、上位目標の達成を

より確実にするものと考えられる。

３－２　PDMの修正

本プロジェクトR/D締結時点（2003年6月）においては、タイ国における公的セクター改革

のもとでの保健省の機構改革、国民医療保障局（NHSO）の組織改編等が行われており、PDM

上の目標達成の指標については、プロジェクト開始後に、合同調整委員会（JCC）等を通じ、

双方で合意することとしていた。

今次調査団派遣時において、プロジェクト開始から1年半が経過しプロジェクトの展望が明

らかになってきたこと、一連の組織改編等がひと段落したこと等の理由により、未定としてい

たプロジェクト終了時までの目標達成を測る指標について関係者間で合意し、プロジェクト終

了予定の2006年7月まで、改訂PDMによってプロジェクトの進捗を定期的にモニターすること

とした。

今次PDMの修正に関する要点は以下のとおりである。

・本プロジェクトおよびデータセンタープロジェクトがそれぞれ想定する「新しい医療保険

事務システム」については、PDM上では"new health insurance information system"で双方

とも読めるため、あえて修正点は加えないことで日・タイ側とも合意した。

・JICAプロジェクトの上位目標については、データセンタープロジェクトにおいて「新しい

医療保険事務システム」を全県に普及する予定であるため、達成指標（R/D締結時に"X"

（未定）としていた）を"76 Provinces"（つまり全県＝全国）に修正した。

・その他の指標（ワークショップ参加者人数、等）についても、過去1年半のプロジェクト

実施状況を元に、達成すべき指標を数値化した。

以下、変更点のみを抽出したPDM修正対照表である。（修正版PDMについては、別添1参照）
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第４章　教訓と提言

今次調査時に確認した、現在までのプロジェクト進捗に関する問題点は以下のとおりとな

る。

１）被保険者情報管理者研修（IT研修）の実施が遅れたため、パイロットプロジェクトにお

ける新住民登録システムのソフトウェア開発の進捗管理が十分に為されなかったこと。

２）医療保険事務分野の長期専門家が健康上の理由から任期短縮した結果、技術移転を行う

長期専門家が半年程不在であったため、わが国の経験や技術の移転に若干の遅れが見ら

れたこと。

これらは、ともに、日本側投入が予定どおり行われなかったことから発生しているが、上記

の問題点については、すでに現在派遣中の長期専門家、短期専門家の努力ならびに本邦研修の

充実で、概ね、問題点が解決できたと判断される。とはいえ、今後はより一層日本側投入のス

ケジュール管理、迅速かつ効果的な専門家の投入が望まれる。

また、本プロジェクトは、わが国のほかに、他ドナー（上述のGTZの病院経営プロジェク

ト）およびタイ国政府独自のプロジェクト（データセンタープロジェクト）などが同時並行的

に実施されていることから、これら他プロジェクトの進捗状況・今後の活動予定等にも配慮し

たプロジェクト運営管理が必要である。

今次調査において、当初本プロジェクトによるパイロットシステムの稼動検証後に本格始動

される予定だったデータセンタープロジェクトが前倒し実施されることになった等、30バーツ

制度をめぐるタイ政府の加速的な政策決定の結果、本プロジェクトの目標達成に向けた今後の

活動においても、上記データセンタープロジェクトとの整合性を図る必要性が生じていること

が確認された。この点について、現在派遣中の長期専門家は、すでにタイ側カウンターパート

と密接な協議・調整により、整合性を図るための活動の軌道修正を始めており、このような、

プロジェクト実施途中段階における外部状況の変化にも迅速かつ柔軟に対応する長期専門家の

姿勢はプロジェクト成功の重要な鍵を握っていると考えられる。

最後に、医療保障制度改革を強力な政治リーダーシップのもと進めているタイ政府からは、

すでに、本プロジェクトおよびタイ側データセンタープロジェクト以降のステージに対する日

タイの協力について期待が表明されているところ、今後のタイ側の要望を見きわめながら、わ

が国として協力の可能性を検討していく必要がある。

以　上
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